
様式第２号 

政 策 会 議 報 告 書 

 

平成２９年１１月２１日 

 

報告者 健康推進部長 

件 名 所沢市国民健康保険運営協議会の答申について 

要 旨 

 

 所沢市国民健康保険運営協議会に対し、平成２９年９月２７日付けで

市長から諮問した件について、平成２９年１１月１日に答申がありまし

たので下記のとおり報告します。 

  

１ 諮問事項 

  所沢市国民健康保険税率等の改正について 

 

２ 答申内容 

  主な内容は次のとおりです。 

医療給付費分 

 平成 29 年度 平成 30 年度以降 

所得割税率    7.2％ 変更なし 

資産割税率     27％ 15％ 

平等割額（1世帯あたり年額） 16,000 円 変更なし 

均等割額（加入者 1 人あたり年額） 10,500 円 14,300 円 

賦課限度額    54 万円 変更なし 

   

 介護納付金分 
 平成 29 年度 平成 30 年度以降 

所得割税率    0.97％     1.5％ 

均等割額（加入者１人あたり年額）   6,700 円  11,000 円 

賦課限度額    16 万円 変更なし   

 

なお、平成 30年度分に限り、若年層（15歳から 22歳）の被保険者     

1人あたりの医療給付費分均等割額を最大 3,800円減額する緩和措置を 

実施する。 

施行期日は、平成 30年 4月 1日。 

この改正により、約 1億 8千万円の税収増が見込まれる。 

所管名 健康推進部 国民健康保険課 電話番号 04-2998-9131 

※ 会議の７日前までに関係資料を添え、３２部提出してください。 

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。 

 


